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環境に配慮した設備などの助成内容
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〈後期高齢者医療保険料の算定方法〉

平成２０年度の後期高齢者医療保険料＝均等割額（①）＋所得割額（②）
　　※保険料額が５０万円を超える場合は、５０万円となります。

①均等割額＝３９，８６０円

②所得割額＝

※土地建物等の譲渡所得や、確定申告をした株式譲渡所得などが含まれます。

　　青色専従者給与等控除が適用されます。

　　退職所得は含みません。

平成１９年中の総所得金額等
（平成19年1月1日～　　　　　　　　　
　　　　　平成19年12月31日の所得）

基礎控除
33万円

〈後期高齢者医療制度保険料額の算定例〉
○基礎年金受給者（基礎年金79万円）
均等割額　11,958円　＋　所得割額　なし　＝　年額　11,950円
※均等割額について、７割軽減となります

※均等割額について、2割軽減となります

○厚生年金受給者（厚生年金201万円）
均等割額　31,888円　＋　所得割額　35,760円　＝　年額　67,640円

○自営業の子と同居する方（子の年収390万円・親の基礎年金79万円）
均等割額　39,860円　＋　所得割額　なし　＝　年額　39,860円
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地域の自主防犯パトロール

  青パト使用が可能に
　　　　　　　　市へ事前に申請を


